
平成２７年４月期 木城町農業委員会総会会議録

開 催 期 日 平成２７年４月２８日（火）午後１時２５分～１５時２０分まで

出 席 委 員

（10人）
１番：鎌田勝敏 ２番：工藤久美子 ３番：関谷幸市 ５番：押川和夫

７番：田中俊二 10番：後藤ミホ 11番：西 和浩 12番：久保一美
13番：坂本康充 14番：澁谷浩一

欠 席 委 員 （ 2人）
６番：山田秋吉 ８番：堀田計一

出 席 職 員 事務局長：押川道彦 専門監：三隅秀俊 主事：小野大希

会議録署名委員 １１番：西 和浩 １２番：久保 一美

議 事 日 程 平成２７年４月２８日（火）１日間

報 告

（１） ４月の行事報告について

（２） 農地転用事前調査報告について

（４条～２件 ５条～２件 非農地証明３件）

（３） 農家相談日結果報告について（相談なし）

（４） 各委員活動報告について

（５） 事務局報告について

① 合意解約書の提出について（１件）

② 農地相談員の活動について

③ その他

会 議 事 件

議案第１６号 農地法第３条の規定による許可申請の承認について

議案第１７号 農地法第４条の規定による許可申請の承認について

議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請の承認について

議案第１９号 非農地証明願いの承認について

議案第２０号 農用地利用集積計画（所有権移転）について

議案第２１号 農用地利用集積計画（利用権設定）について

議長（会長）

鎌田 勝敏

ただ今から平成２７年４月期の総会を開会いたします。

本日の出席委員は１２名中、欠席届２名、１０名が出席ですので、総会は成

立しています。

まず、議事録署名委員の指名ですが、私の方から指名させていただきます。

何かご異議はありませんか。

(異議なし)
それでは、１１番：西 和浩委員と１２番：久保一美委員にお願いします。

次に、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、農業委員会事務局

職員の三隅氏と小野氏を指名いたします。

それでは、議事に入ります。まず、議案第１６号は、農地法第３条の規定に

よる許可申請の承認についてであります。事務局長の朗読と説明をお願いしま

す。



事 務 局

（事務局長）

議案第１６号農地法第３条の規定による許可申請の承認についてです。

【議案第１６号受付番号１１番、１２番について朗読後、説明】

受付番号１１番は、譲渡人Ｙ．Ｔさん、譲受人Ｎ．Ｍさんです。申請地は、

土地表示大字椎木字石原新田 田２筆 面積１，４５９㎡です。移動区分は売

買で、売買価格は、全部で６５６，５５０円です。経営状況は、家族４人、労

働力２人、経営面積８４，８９２㎡です。移動の理由は規模拡大利用集積です。

担当委員は、８番堀田委員です。

受付番号１２番は、貸付人Ｏ．Ｉさん代表相続人Ｏ．Ｎさん、借受人Ｔ．Ｔ

さん。土地表示大字椎木字牛牟田 田２筆 面積２，１６９㎡です。移動区分

につきましては、賃貸借です。賃借料は、１０ａあたり１５，０００円となっ

ています。経営状況は、家族５人、労働力２人、経営面積は、１１，８３８㎡

です。移動理由は更新です。担当委員は、１０番後藤委員です。

以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。

議長（会長）

鎌田 勝敏

受付番号１１番、１２番の説明が終わりました。まず１１番につきまして

担当の堀田委員が欠席であります。事務局の方から補足説明をお願いします。

事 務 局

（小野主事）

８番堀田委員が欠席されていますので代わって事務局で説明させていただき

ます。譲渡人Ｙ．Ｔ外２名で３人の共有名義となっています。Ｙ．ＴさんはＳ

県、もう一人は東京、あと一人はＭ市ということで３人とも木城に住んでおら

れない状況で、今後、木城町に帰ってくる予定もないとのことです。今回、申

請地の隣にＮ．Ｍさんが耕作されている田があります。そこと合わせて集積し

耕作されるということで、今回、売買で挙がってきています。価格は、１０ａ

当り４５０，０００円です。以上、ご審議をお願いします。

議長（会長）

鎌田 勝敏

それでは、受付番号１２番について、担当の後藤委員から補足説明がありま

すか。

（１０番）

後藤 ミホ
更新のため特に補足説明はありません。

議長（会長）

鎌田 勝敏

それでは、議案１６号農地法第３条の規定による許可申請の承認について質

疑のある方は挙手をお願いします。

（質問無し）

よろしいですか。議案１６号農地法第３条の規定による許可申請の承認につ

いて賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ということで、議案第１６号農地法第３条の規定による許可申請の

承認について受付番号１１番・１２番について原案のとおり承認可決といたし

ます。



議長（会長）

鎌田 勝敏

次に議案第１７号 農地法第４条の規定による許可申請の承認について上程

いたします。

事務局長の朗読・説明をお願いします。

事 務 局

（事務局長）

それでは、議案第１７号農地法第４条の規定による許可申請の承認について

受付番号１番 申請人Ｋ．Ｔさん。土地表示大字川原字今別府 ３筆８６９㎡

転用目的は豚舎及び進入路。施設の概要 豚舎５棟１，６００㎡、堆肥舎３２

０㎡、資材置場３２０㎡ 進入路ほか３，０８６㎡の追認申請であります。担

当委員は、７番田中委員です。

受付番号２番 申請人は受付番号１番と同じです。土地表示大字川原今別府

２筆１，１３９㎡。転用目的は農業用倉庫及び農業用資材置場。施設の概要

農業用倉庫１４７㎡ 農業用資材置場３００㎡ 進入路ほか６９２㎡追認申請

であります。担当は７番田中委員です。

議長（会長）

鎌田 勝敏
担当委員の説明をお願いします。７番田中委員の説明をお願いします。

(７番)
田中 俊二

受付番号１番・２番につきまして現地の事前調査をしました。Ｋ．Ｔさんに

つきましては手広く事業をされています。受付番号１番は、図面上、申請地の

上の方にブロイラーの鶏舎、下に畑があります。鶏舎と畑の間に進入路を設け

奥にある豚舎につなげる計画です。防疫上の観点と利便性を図るためです。

豚舎については、だいぶ前に建てられていて追認申請ということで始末書が

入っています。進入路については問題なかったのですが、申請地の一部につい

て農地の部分がありそれを見落として豚舎を建てられたとのことです。

受付番号２番について、倉庫のところについてもとはハウス鶏舎をつくられ

ていたそうですが、今は、かんしょ用の保冷庫を建てられています。周辺は資

材置場等に使っておられます。ここも宅地と誤解をされていたとのことで始末

書が入っています。いろいろと手広くやられていますと規模拡大を図る中で勘

違いとかされてこのようなことになったようです。ご審議の程よろしくお願い

します。

事 務 局

（小野主事）
申請地の状況について、プロジェクターにより説明。

議長（会長）

鎌田 勝敏

それでは、議案１7号農地法第４条の規定による許可申請の承認について質
疑のある方は挙手をお願いします。

（12番）
久保 一美

本件について、協議会の方に切替えていただけないでしょうか。



議長（会長）

鎌田 勝敏
それでは、協議会の方に切替えさせていただきます。

議長（会長）

鎌田 勝敏
それでは、本会議にもどします。受付番号１番について今回は保留とします。

議長（会長）

鎌田 勝敏

受付番号２番について質疑があればお受けします。質疑のある方は挙手をお

願いします。

（質問・意見なし）

それでは、議案１7号農地法第４条の規定による許可申請の承認について受
付番号２番について承認される方の挙手をお願いします。

（全員挙手）

議案１7号農地法第４条の規定による許可申請の承認について受付番号１番
については保留、受付番号２番については承認ということで決定します。

議長（会長）

鎌田 勝敏

つづきまして議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請の承認につ

いて上程いたします。

事務局長の朗読・説明をお願いします。

事 務 局

（事務局長）

議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請の承認について受付番号

４番 譲渡人Ｚ・Ｔさん。譲受人Ｈ・Ｈさん。土地表示大字椎木字大畑 地目

畑 １筆７３３㎡。移動区分は売買。転用目的は、農家住宅。１４２．５９㎡、

農業用倉庫７５．８１㎡ 庭用地６０６㎡。担当委員は、12番久保委員であり
ます。

同じく受付番号４番ですが、譲渡人Ｓ・Ｔさん。譲受人は先ほどと同じＨ・

Ｈさん。土地表示は、大字椎木字大畑 地目 畑 １筆 309㎡。移動区分は売
買。転用目的及び施設概要は前段と同じであります。

つづきまして受付番号 5番 譲渡人Ｕ．Ｔさん。譲受人Ｕ．Ｔさん。土地表

示は、大字椎木字田畑 １筆 408㎡。移動区分は贈与。転用目的は一般個人住
宅。施設概要につきましては、一般個人住宅 74.33㎡。駐車場 333.67㎡。担当
委員は、６番山田委員となっています。

議長（会長）

鎌田 勝敏

それでは、受付番号 4番につきまして 12番久保委員の補足説明があれば説
明をお願いします。



（12番）
久保 一美

受付番号 4番につきましては、Ｚ．Ｔさん、Ｓ．ＴさんによるＨ．Ｈさんの
農家住宅と農業用倉庫として申請が挙がっています。土地が２つ合わせて

1,042㎡です。Ｈ．Ｈさんについては 3年前から木城に移住されてミニトマト
を栽培されています。経営も安定しています。現在Ａさんのハウスを借りて栽

培されていますが、住宅も圃場の近くがいいということで今回挙がってきてい

ます。事前調査の時に雨水は町の排水路にとのことでしたが４５ｍ程町の排水

路まであり長いため、雨水については広谷用水路の水路に流すとのことです。

非常に環境面でいいところです。ブロックで土砂の流出が無いようにするとの

ことで周りに迷惑をかけないようにしますとのことです。

議長（会長）

鎌田 勝敏

それでは、受付番号 5番につきまして事務局の補足説明があれば説明をお願
いします

事 務 局

（小野主事）

受付番号 5番につきまして担当 6番山田委員が欠席されていますので、代わ
って事務局で説明をさせていただきます。

譲渡人Ｕ．Ｔさん。譲受人は息子さんのＵ．Ｔさん。譲渡人（親）のＵ．Ｔ

の自宅の隣に息子さんが住宅を建てたいとの申請になっています。場所につき

ましては田畑地区集落の中にあります。申請地につきまして、農地区分は、第

1種農地となっていますが、集落に接続して設置されるということで不許可の
例外を使い個人住宅を建てられるということです。土砂流出を防止するため周

辺にブロック塀をつくことと生活雑排水は公共下水道に接続し、雨水等は進入

口の手前の排水路に排水されるとのことです。ご審議をお願いします。

議長（会長）

鎌田 勝敏
プロジェクターでの説明をお願いします。

事 務 局

（小野主事）
申請地の状況について、プロジェクターにより説明。

議長（会長）

鎌田 勝敏

議案第１８号は、農地法第５条の規定による許可申請の承認についてであり

ます。受付番号順に質疑を受けたいと思います。

受付番号 4番について質疑のある方は挙手をお願いします。

（10番）
後藤 ミホ

農家住宅であれば 500㎡の縛りはないと思うが、その上限は無いのでしょう
か。



事 務 局

（小野主事）

県が運用として示しているものですが、一般個人住宅は概ね 500㎡。農家住
宅については概ね 1,000㎡。概ねというと約 1割増しで考えます。これは本県
独自の見解ということで運用しています。農地法にこの数値が書いてある訳で

はありません。

議長（会長）

鎌田 勝敏

よろしいですか。ほかに質問はありませんか。他に無いようですので、次に

受付番号 5番について質疑を受け付けます。質疑のある方は挙手をお願いしま
す。

（質問・異議なし）

それでは、質疑が無いようですので議案第１８号は、農地法第５条の規定に

よる許可申請の承認についてですが、受付番号 4番、5番について承認につい
て賛成される方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ということですので承認可決とします。

議長（会長）

鎌田 勝敏

次に議案第１９号であります。議案第１９号は非農地証明願いの承認につい

てであります。事務局長の朗読・説明をお願いします。

事 務 局

（事務局長）

【議案第１９号 受付番号３、４、５朗読後、説明】

整理番号１ 受付番号３ 申請人は、Ｈ．Ｓさんで申請地の土地表示は、大

字高城字町 １筆 登記地目田 現況雑種地 面積 450㎡。
整理番号２ 受付番号４ 申請人は、前段と同じＨ．Ｓさんで申請地の土地

表示は、大字高城字町 １筆 登記地目 田 現況 雑種地 面積 618㎡。
整理番号 1番、2番については第 3種農地となっています。

事由については、10年以上耕作放棄されかつ将来的にも農地として使用する
ことが困難な土地のうち次のすべての用件を満たしている。

（ア）農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画にお

ける農用地区域の土地でないこと。

（イ）農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対

象となった農地でないこと。

（ウ）集団性のある優良農地でないこと。

に該当するものです。担当は、8番堀田委員です。
整理番号３ 受付番号５ 申請人は、Ｎ．Ｈさんで申請地の土地表示は、大

字高城字下萩原 １筆 登記地目 畑 現況 山林 面積 830㎡。第 2種農地。
事由については、耕作放棄地のうち農地として利用するには、一定水準以上

の物理的条件整備が必要な土地であって、農業的利用を図るための条件整備が

計画されていない土地のうち次のいずれかの要件を満たしている。

（ア）その土地が、森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物

理的な条件整備が著しく困難な場合。

（イ）（ア）以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地



事 務 局

（事務局長）

を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれ

る場合。

に該当するものです。担当は、8番堀田委員です。

議長（会長）

鎌田 勝敏

議案第１９号 非農地証明願いの承認について 整理番号１ 受付番号３、

整理番号２ 受付番号４、整理番号３ 受付番号５ 担当の 8番堀田委員が欠
席ですので説明を事務局の方からお願いします。

事 務 局

（小野主事）

8番堀田委員が欠席ですので受付番号 3番から 5番まで順次事務局の方で説
明させていただきます。

まず、整理番号１ 受付番号３ですが、申請地は第 3種農地となっています。
当時の所有者はＨ．Ｈさんで、相続人Ｈ．Ｓさんからの申請となっています。

この土地の経緯については何十年も前から家が建っていた。詳しい事情につい

ては本人はわからないということでした。今回非農地で挙げる理由は上記のと

おりです。整理番号 2番 受付番号 4番 こちらについても前段と同様で何十

年も前から雑種地の状態となっています。非農地で挙げる理由としては前段と

同じです。

整理番号 3番 受付番号 5番 申請人はＮ．Ｈさん。申請地は、もともとは

申請人の父が昭和 51年に死亡する以前から耕作することを辞めていて４０数
年耕作放棄地となっています。場所が急傾斜地で機械の乗入れ等も出来ない場

所です。現在は、山林の状態です。平成２６年度の利用状況調査も確認しまし

たが、担当委員がＣ－３で非農地という判断をされています。 以上ご審議を

お願いします。

議長（会長）

鎌田 勝敏
プロジェクターでの説明をお願いします。

事 務 局

（小野主事）
申請地の状況について、プロジェクターにより説明。

議長（会長）

鎌田 勝敏

議案第１９号は非農地証明願いの承認について順次質疑を受け付けます。

整理番号１ 受付番号３について質疑のある方は挙手をお願いします。

（７番）

田中 俊二

整理番号１ 受付番号３の農地については、耕運すればすぐ作物ができ耕作

できるように見えますが、周囲の状況で非農地として認めざるをえないのでし

ょうか。



議長（会長）

鎌田 勝敏

昔から家が建っていたところで、農地であるとは誰も思っていなかった所で

す。近所から苦情があり家を取り壊した跡地です。写真では、耕作できるよう

に見えますが、中には瓦礫とかあり実際に耕作するのには無理があります。農

地として復元するのは困難と思われるところです。井戸もあり下水道も通って

いて機械をいれて耕作するのは難しい所です。

（７番）

田中 俊二
はい、分かりました。

議長（会長）

鎌田 勝敏

他に意見はありませんか。

（他意見・質疑なし）

それではその他質疑は無いようですので次の整理番号２番 受付番号４番に

ついて質疑をお受けしたいと思います。質疑のある方は挙手をお願いします。

（質問無し）

それでは他質疑は無いようですので次の整理番号 3番 受付番号 5番につい
て質疑をお受けしたいと思います。質疑のある方は挙手をお願いします。

（質問無し）

それでは他質疑は無いようですので議案第１９号は非農地証明願いの承認に

ついて 整理番号１ 受付番号３、整理番号２ 受付番号４、整理番号３ 受

付番号５ 一括で承認について賛成される方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ということですので承認可決とします。

議長（会長）

鎌田 勝敏

次に議案第２０号 農用地利用集積計画（所有権移転）についてであります。

事務局長の朗読・説明をお願いします。

事 務 局

（事務局長）

議案第２０号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により利用集

積計画の決定を求めるものであります。 整理番号１ 受付番号４ 移動区分

売買。譲受人Ｎ．Ｍさん、譲渡人Ｙ．Ｔさん外２名。土地表示 大字椎木字石

原新田 地目田 １筆 面積 488㎡。利用目的 稲作。売買価格 219,600円。
支払方法は口座払いです。移転時期・支払期限・引渡時期は、平成 27年 5月
22日となっています。担当委員は 8番堀田委員となっています。

議長（会長）

鎌田 勝敏

議案第２０号 整理番号１ 受付番号４について担当委員が欠席ですので事

務局の方から説明をお願いします。

8番の堀田委員が欠席ですので代わりまして事務局の方で説明します。



事 務 局

（小野主事）

先程の議案第 16号農地法第 3条の案件で承認いただきましたが、同様の案
件であります。今回この申請地が農振農用地の青地ということでここについて

は基盤強化法を利用して所有権移転をされるということで農用地利用集積計画

での所有権ということになっています。ご審議をお願いします。

議長（会長）

鎌田 勝敏

それでは議案第２０号 農用地利用集積計画（所有権移転）について受付番

号４について質疑のある方は挙手をお願いします。

（質疑無し）

それでは、質疑が無いようですので採決に入りたいと思います。議案第２０

号 農用地利用集積計画（所有権移転）受付番号４について承認に賛成される

方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ということですので承認可決とします。

議長（会長）

鎌田 勝敏

次に議案第２１号農用地利用集積計画（利用権設定）についてであります。

事務局長の朗読・説明をお願いします。

事 務 局

（事務局長）

議案第２１号農用地利用集積計画（利用権設定）について整理番号１番及び

３番については更新となっていますので省略させていただきます。

整理番号 2番受付番号１６番について、移動区分 使用貸借 譲受人Ｏ．Ａ

さん、譲渡人Ｓ．Ｓさん。代表相続人Ｓ．Ｋさんとなっています。土地表示に

つきましては大字高城字平原 地目田 4筆 面積 4,936㎡。利用目的は稲作。
始期平成 27年 5月 11日終期平成 32年 5月 10日の 5年間となっています。
賃借料につきましては無料となっています。経営面積２．１ｈａ、家族数 5名
稼動労働力 2名。担当委員は、14番澁谷委員であります。

議長（会長）

鎌田 勝敏

議案第２１号 受付番号 16番につきまして澁谷委員の説明をお願いします。

（14番）
澁谷 浩一

譲受人のＯ．Ａさんが別の所を耕作されていましたが、その土地をＳさんに

売買されたため新しく賃借できる農地を探しておられたところ、Ｓ．Ｋさんご

自身の仕事が忙しく農地を貸したいとのことで今回の運びとなりました。ご審

議の程お願いします。

議長（会長）

鎌田 勝敏

それでは、議案第２１号農用地利用集積計画（利用権設定）について受付番

号１５番、１６番、１７番一括で質疑を受け付けます。質疑のある方は挙手を

お願いします。

（質疑無し）

それでは、質疑が無いようですので採決に入りたいと思います。議案第２１

号農用地利用集積計画（利用権設定）について受付番号１５番、１６番、１７

番について承認の方は挙手をお願いします。



議長（会長）

鎌田 勝敏

（全員挙手）

全員賛成ということですので承認可決とします。

協 議 会
１ ５月の行事予定について

２ その他

議長（会長）

鎌田 勝敏 以上をもちまして、平成２７年４月期の総会を閉会します。

この会議録は事実と相違ないことを確認し、ここに署名いたします。

議 長

署名委員

署名委員


